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１.危機管理意識を高めよう

２.交通事故と企業の責任（３）

３.悪質・危険運転の罰則強化へ

４.新刊出版物のご案内
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※新発売『ＤＶＤ―まさか自分が飲酒運転をするなんて』

弊社ＷＥＢサイトで試写していただけます！

http://www.think-sp.com/

☆★☆*…*…*…*…*…*５月後半の暦*…*…*…*…*…*…*★☆★

◆２２日（水）～２４日（金）

─自動車技術会２０１３年春季大会

◆２６日（日）

─東名高速道路全通記念日

◆３１日（金）

―世界禁煙デー、自動車税の納付期限

※詳しくはシンク出版のＷＥＢサイト「今月の運転管理」で紹介しています。

【今月の運転管理↓】

http://www.think-sp.com/2013/04/10/kongetsu-untenkanri13-5/

■危機管理意識を高めよう　━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥

『「情報の共有」は「共通認識」があってこそ生きる』

　事故防止策を実効のあるものとするためには、情報の共有だけでは不十分で、

安全に対する共通認識が必要です。今回は、「共通認識」について考えてみた

いと思います。 

【続きはこちら↓】

http://www.think-sp.com/2013/04/30/kikikanri-kyotsu-ninshiki/

■交通事故と企業の責任（３）　━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥

　前回は、下請企業だけでなく、仕事を依頼した元請企業にも「使用者責任」

が問われた事例でした。今回は、「てんかん」の持病がある運転者の事故で、

雇用していた会社にも賠償責任が命じられた例を紹介します。

　

『従業員の「てんかん」による事故で、会社にも「損害賠償責任」を認定』

　Ａは、かねてから「てんかん」の持病があり、これまでも職場で意識を失っ

たり、ダンプカーを運転中に意識を失い、バス停に衝突させる物損事故を起こ

していました。

　ある日、Ａは医師の処方どおりに「抗けいれん剤」を服用せずに、貨物自動



車を運転して仕事先の建築現場から会社へ帰る途中、発作を起こして意識を失

って歩道に突っ込み、自転車にまたがって信号待ちをしていたＢ（男性・１４

歳）に衝突し、死亡させました。

　被害者Ｂの親は、ＡおよびＡの勤務先Ｃ社と代表取締役で父親であるＤに対

して、Ａが医師の処方どおりに薬を服用しなかったことや、会社は過去にＡが

てんかんによる事故を起こしたことを知っており、事故当日の朝、Ａが自動車

を運転することについて何ら注意も与えていなかったなどとして、損害賠償を

請求しました。

　

　裁判所は、次のように述べてＡの父親で会社の代表取締役であるＤに対して、

民法７１５条２項の「使用者に代わって事業を監督する者」に該当するとして、

被害者Ｂへの損害賠償をＡらと共同して行うよう命じました。

　「Ｃ社の実質的な経営はＡが行っていたと認められるが、Ｄは以前として代

表取締役の地位にとどまり、Ａからの仕事の相談にも乗っていたのであるから、

Ａを現実に監督することが求められていた者といえる」

　「また、Ａが以前にも仕事先の建築現場で突然意識を失って救急搬送された

ことや、ダンプカーを運転中に意識を失ってバス停に衝突する事故を起こした

ことを知っているのであるから、その原因がてんかんであると認識していなか

ったとしても、事業の執行に当たっては、Ａが運転中に意識を喪失して事故を

起こさないように万全の注意を払う義務があったが、何ら措置を執ったとは認

められない（年１回健康診断を受けさせていたからといって、その措置を執っ

たとはいえない）」

（横浜地裁　平成２３年１０月１８日判決）

───────────────────────────────────

●交通安全ビデオ新発売

ＤＶＤ「まさか自分が飲酒運転をするなんて」

※仕様　ＤＶＤ（字幕選択式）／カラー／約１７分

※価格　１５，７５０円（消費税込・送料実費）

　故意に飲酒運転をする人は、ほとんどいないでしょうが、前夜に飲んだ酒気

残りなど、知らず知らずのうちに陥ってしまうのが飲酒運転の怖さです。

　本作はシンク出版と大阪美術専門学校との産学連携で制作した、飲酒運転撲

滅指導に最適のＤＶＤ教材です。

【※シンク出版ＷＥＢサイトにて試写していただけます】

http://www.think-sp.com/

■交通安全ニュース　━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥

『悪質・危険運転の罰則強化へ─新法案・道路交通法改正案』

　政府は、悪質・危険な運転者への処罰を強化するため、今国会に二つの法

案を提出し、現在審議中です。

　法案が可決されれば、６か月以内に施行される内容があり、今年度中にも危

険運転や無免許運転の罰則などが強化される見込みです。

【続きを読む↓】

http://www.think-sp.com/2013/04/26/news-jidoshaunten-chishisho-shobatsu/



■新刊出版物のご案内　━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥

●教育用冊子

『軽く考えていませんか？自転車事故！』

※仕様　Ｂ５判／１６ページ／カラー刷 

※価格　１４７円（消費税込・送料実費）

　本書は、自転車と自動車との代表的な事故事例を６つ取り上げており、事例

ごとにドライバー、自転車利用者双方にどのような過失があったかを考え、ど

のような不安全行動が事故に結びついたかを理解することができる、ドライバ

ー、自転車利用者双方の教育に活用できる教育用教材です。 

【詳しくはこちら】
http://www.think-sp.com/%E5%87%BA%E7%89%88%E7%89%A9%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E4%BA%8B%E6%95%85/

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+

【事故防止メルマガ「Ｔｈｉｎｋ」のバックナンバーはこちら↓】
http://www.think-sp.com/%E4%BA%8B%E6%95%85%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%83%85%E5%A0%B1/%E4%BA%8B%E6%95%85%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%AC-%EF%BD%94%EF%BD%88%EF%BD%89%EF%BD%8E%EF%BD%8B/

　本メールマガジンは、名刺交換をさせていただいた方々にも送信させていた

だいております。今後、メールマガジンの購読を希望されない場合は、お手数

ですが下記アドレスまでご連絡をいただきますようお願いいたします。

（平成２５年５月１日送信）

※本メールは「ＭＳゴシック」などの等幅フォントで最適に表示されます。

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
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